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令和２年度第２回通常理事会議事録 
 
Ⅰ 会議開催の日時及び形式 
 １ 日  時  令和３年３月２４日 
         １５時００分から１７時００分まで 
 ２ 形  式  ＷＥＢ会議（Zoomによる） 

 
Ⅱ 議決権のある構成員総数、構成員の議決権総数、定足数及び出席者数等 
 １ 議決権のある構成員総数  ７名 
 ２ 構成員の議決権総数    ７名 
 ３ 定足数          ４名 
 ４ 出席者数         ７名 
 ５ 出席した理事及び監事 
  (1) 出席理事  佐藤博恒、志田真人、田野岡肇、田口幸二、岩渕範好、 

         齋藤俊治、守山忠男 

  (2) 出席監事  滝澤成、渡辺辰 

 ６ 議 長  佐藤 博恒 

 

Ⅲ 議  案（審議事項及び議決事項） 
  第１号議案  令和３年度通常総会の日時及び場所の決定並びに目的であ

る事項の決定の件 
  第２号議案  令和３年度事業計画承認の件 
  第３号議案  令和３年度収支予算承認の件 
  第４号議案  その他の件 
 
Ⅳ 報告事項 
  報 告 １  代表理事の職務執行状況報告の件 
  報 告 ２  賛助会員入会の件 
 
Ⅴ 開  会  
令和２年度第２回通常理事会をＷＥＢ会議として開催するにあたり、当該Ｗ

ＥＢ会議システムが、出席者全員の音声及び画像が共有され、適時的確な意見

表明が互いにできる仕組みとなっており、出席者が一堂に会するのと同等の相

互に十分な議論を行うことができる環境であることが、出席者全員により確認

された。 
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定刻、総務部長が令和２年度第２回通常理事会の開会を宣言した。 
 
Ⅵ 会長挨拶 
  会長が、要旨次のとおり挨拶された。 
  「当連合会は、新型コロナウィルス感染症により大きな影響を受け、事業

全体の運営が厳しさを増している。しかしながら、令和３年度においても、

その設立目的を同じくする正会員協会との連携を強め、労働基準法等関係法

令を普及し、適正な労働条件を確保して、不特定かつ多数の者の労働福祉の

向上等に寄与する公益目的事業活動を効果的かつ効率的に推進するとともに、

公益社団法人としての財政基盤を確固たるものとするための収益事業活動を

積極的に展開したい。」 
 
Ⅶ 議事の概要 
 １ 会長の議長就任 
   定款第３８条の規定に基づき、会長が議長に就任した。 
 
 ２ 定足数の確認等 
   総務部長が、議決権のある構成員総数７名、構成員の議決権総数７名、

定足数４名、本日の出席者数は理事全員出席の７名であると報告した。 
 
 ３ 会議の有効成立宣言 
   議長は、総務部長の報告を受けて、本通常理事会は、定款第３９条に規

定する定足数（理事の過半数の出席）を充足しており、有効に成立してい

ることを宣言した。 
 
 ４ 議事録署名人の指定 
   議長が、本会議の議事録署名人は、定款第２２条第２項の規定によると

「出席した代表理事及び監事」となっているとして、出席代表理事（会長

及び副会長）２名と出席監事２名を指定した。 
 
 ５ 議事経過の要領及びその結果 
 【審議事項及び議決事項】 
  (1) 第１号議案 令和３年度通常総会の日時及び場所の決定並びに目的

である事項の決定の件 

     議長が議案を上程した後、議案について事務局長が説明した。 
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     このあと、第１号議案は、全会一致で可決承認された。 

  (2) 第２号議案 令和３年度事業計画承認の件 

  (3) 第３号議案 令和３年度収支予算承認の件 

     第２号議案と第３号議案は相互に関連性を有するので、議長は両議案

を一括上程した後、両議案について事務局長が説明した。 

 

このあと、第２号議案については、公益目的事業３は、今後、当連合

会に相応しい事業が公告され、これに応札の上、落札した場合又は他法

人から業務委託の申し入れがあれば諸事情を勘案して受託する場合が

ある等事業計画を修正する必要性が生じた場合には、会長に一任するこ

とを含めて、第３号議案とともに全会一致で原案どおり可決承認された。 

 

  (4) 第４号議案 その他の件 

     議長は、その他に議案として審議すべき事項がないか諮ったところ、

議案として提出されたものはなかった。 

 

６ 報告事項（同意を含む。） 

(1) 代表理事の職務執行状況報告の件 

    代表理事が、要旨次のとおり報告した。 

    ア 公益社団法人の運営に関する職務として、東京法務局への役員の変

更登記、内閣府への役員変更の届出、事業報告書・決算報告書・財産

目録等の作成並びに内閣府への提出、事業計画・収支予算の作成並び

に内閣府への提出、通常総会及び通常理事会の招集並びに提案、公益

社団法人として業務を適正に運営するために必要な諸規程の制定・改

正を行ったこと。 

    イ 各種事業運営に関する職務として、公益目的事業（公１の教育・研

修事業、公２の情報提供事業、公３の国等からの受託事業）、収益事

業（広報・出版事業）、共益目的事業（正会員への情報提供事業など）

の執行状況を報告。 

 

  (2) 賛助会員入会の件 

    会長が、要旨次のとおり報告し、理事会が全会一致で同意した。 

    ア 賛助会員の入会は、定款第６条第３項で「会長がその入会を次の理

事会に報告し、その同意を得なければならない」と規定していること。 

    イ 当連合会の目的、事業活動に賛同し入会の申込みのあった第１種賛
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助会員３事業場（３口）、第２種賛助会員２名（２口）について審査

の上、これを承認したこと。 

    ウ 賛助会費は、定款第７条第３項で「その２分の１は公益目的事業会

計のために充当する」と規定していることから、公益社団法人にとっ

て非常に重要な要素を占めていると考えること。 

 

Ⅷ 閉 会 

  以上、本日のＷＥＢ会議システムを用いた令和２年度第２回通常理事会は、

終始異常なく議事並びに報告の全部を終了したので、議長が閉会を宣言した。 
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